
問題の所在

　かつて，筆者は，懐疑心が企業会計審議会「監査基準」（平成14年１月25

日）で「監査人は，職業的専門家としての正当な注意を払い，懐疑心を保

持して監査を行わなければならない」（第二　一般基準　3）としてとりあ

げられたことに触発され，「監査論における懐疑主義」と題し，これをい

かに解すべきかを論じたことがある 1）。そこでは，懐疑心の語義を USAお

よび UKにおける辞書に基づき調べ，次いで監査論の文献として初めて主

張されたとみられているマウツおよびシャラフらの The Philosophy of 

Auditing（「監査理論の構造」）についてその説述の骨子を省察し，懐疑主義

の考察をして後に，AICPA, SAS No. 82が使用している懐疑主義の内容につ

いて触れ，さらに監査の本質に照らし懐疑主義がどのように理解されるこ

1）　拙稿「監査論における懐疑主義」商学論纂，第53巻第３・４号，2012年３
月。
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とになるかを述べ，さらに我が国における懐疑主義の語義について触れ，

それがいかに理解され用いられるべきかを論じた。

　監査人の職業的懐疑心は，その後，依然として，例えば，監査人に対す

る制裁理由として懐疑心が十分でなかったことがとりあげられたり，また

日本公認会計士協会会長の平成28年年頭のあいさつにおいて会計不祥事の

露見に関連しての公認会計士の社会的使命の達成にとって職業監査人の懐

疑心が重要であると強調されたり，また日本監査研究学会リサーチ・シリ

ーズⅩⅢ「監査人の職業的懐疑心」（同文舘出版 2015. 3）の公刊があったり

で，多くの関心が寄せられている。

　懐疑主義に関する論文を執筆以来，折に触れて監査人の職業的懐疑主義

について考えていたが，職業的懐疑心や職業的懐疑主義が重視され，注目

される度合いが高まるに応じ，その都度，skepticismあるいは scepticism

と doubtとの区別について明らかにされることが必要ではないかとの考え

を強くするようになってきた。

　先の拙稿での表題を「監査論における懐疑主義」としたのであったが，

「プロフェッションの失策」（professional blunders）を避けるために監査判

断の背景にある心理を課題とし，これに関連して懐疑主義を論じるような

こともみられ 2），また特にプロフェショナルな監査判断において懐疑主義

の適用が重要であると考えられたことから，本稿での標題を「職業的懐疑

主義の一考察」とし，上述した拙稿での説述を踏まえながら，最近の海外

での公表資料に基づき，とくに skepticism, scepticismと doubtとの相違

に関心を払いつつ職業的懐疑主義，さらにはその前提である懐疑主義につ

いての検討をすすめてゆきたい。

2）　John Lauck, The psychology behind good judgment, J. of A., AICPA, June 1, 

2016, pp. 27-30.
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Ⅰ　マウツ・シャラフらによる skepticism

　skepticism, scepticismの概念への認識が，監査論の分野において先駆的

であったとみられるマウツおよびシャラフらにしたがい，彼らの

skepticismについての見解を正しく把握するように，前述した拙稿と重複

する部分があるけれども，より厳密にするということで再度の検討をする

ことに努めることにしたい。

　そこで，先ず，はじめに，彼らは「Montagueは，知識を得るには基本

的に５つの積極的方法があると指摘する。」としているけれども，それら

５つの方法はなぜ積極的といえるのか，それに対し５つの方法とは別の知

識を得る方法である skepticismが消極的とされる理由はどこにあるのか

といった基本的なことから検討をすすめてゆこうと思う。

　このために，今一度，Philosophy of Auditing（監査理論の構造）を読み直

し，Montagueの所説を引用してのマウツおよびシャラフらの説明であり，

Montagueの孫引きであるにしても，彼らの著述内容の吟味をつうじ検討

をすすめてみたい。

　Montagueは，「あとでみられることになるけれども，信念を確実にす

る問題は終局的に信念を形成する基礎となった源泉（source of belief）を確

かめる問題と関連する。この故に，われわれは，確実にすること（validity）

の論理学的問題に関連して，確信形成（genesis）の心理的問題にまである

程度たどってゆくことになる。

　われわれの理念や信念は，次の信念形成の原因（origin）の１つないし

２つ以上にまでさかのぼられる：

　⑴　他の人の証言；

　⑵　直感，それは少なくとも部分的に直勘力，感覚，願望に根差す；

　⑶　普遍的原則からの抽象的理由づけ；
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　⑷　知覚での経験；

　⑸　成功経験を有する実際の活動。

　これらの源泉の各々は，哲学的真実を決定する主な規準を示すとして受

け入れられることがあり，また実際に存在してきてもいる。５つの信念を

形成する基礎となった源泉に対し相応する次の５つのタイプの論理学説が

ある。⑴ 権威主義；⑵ 神秘主義；⑶ 合理主義；⑷ 経験主義；⑸ プラグ

マティズムである」 3）。

　マウツおよびシャラフらは，監査に役立てられる証拠の種類 types of 

evidenceを知る基本的な方法に関連付けることが出来るように，理念や

確信を得るこれらの方法の各々に注意を向けることが望まれるとして，

Montagueが「われわれのすべてがうえの規準のいずれによっても立証も

反証もできないと認める多くの命題があり，それは，終局的には論理学の

第６番目消極的なタイプ，懐疑主義への根拠を提供する。」としているこ

とを引用し，知る基本的な５つの方法に，これらの積極的な方法とは反対

の別の方法を加えることとし，これについてMontagueと同じように消極

的との表現をしている 4）。

　権威主義，神秘主義，合理主義，経験主義，プラグマティズムのいずれ

の規準によっても立証も反証もできない第６番目の命題があるという。そ

れが懐疑主義であるという。では，懐疑主義の内容を立証または反証との

関連においてMontagueさらにはマウツおよびシャラフらはどのように理

解していたのであろうか。

3）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf, The Philosophy of Auditing, AAA, 1961, 

p. 91，近澤弘治監訳　関西監査研究会訳「マウツ &シャラフ　監査理論の
構造」中央経済社，昭和62年，118-119頁。

4）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf, ibid., p. 91，近澤弘治監訳，上掲書，
119頁。
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　（権威主義）

　先ず，権威主義についてMontagueは「われわれが真実であるとしてい

るものの９割は，信頼をもって受け入れている。人は暗示を受けやすい動

物で，情報を提供する者の誠実性ないし能力を疑う（doubting）ある種の

積極的理由を持たない限り，言われることを信ずる傾向がある。」 5）として，

求める真実に対し与える影響から積極の語を使用し ,「疑う」ことについ

ても積極的との表現をし，判断の形成になんらかの影響を与えるとの意味

で用いていると考えられる。もっとも，マウツおよびシャラフらは，権威

主義に関連して「確認依頼状を送付する相手の能力ないし偏見に疑問

（question）を抱く理由があるときには，その回答をなんらかの疑念

（suspicion）をもってみなければならない。」 6）としており，一般的にある種

の疑念をもって確認依頼状を送付し回答を入手しようとするのではなく，

相手からの回答の入手状況を評価し，そのうえで生じ得る疑念をもってそ

の回答の信頼性の程度を確かめるように理解していると読んでよいのでは

ないか。

　（神秘主義）

　次に，神秘主義に関してである。これについてはマウツおよびシャラフ

らによるMontagueの「われわれは，なんらかの問題について研究してい

ながら，未解決としてそのままにしておくことがある。後になって，その

解決が突然にわれわれの意識として自覚されることがある。創造的な芸術

や創造的な思考のすべて，とくにユーモアでウイットな表現のすべては，

5）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf, ibid., p. 92，近澤弘治監訳，上掲書，
120頁。

6）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf, ibid., p. 92，近澤弘治監訳，上掲書，
120-121頁。
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その発端がこのような突然に現れるイマジネーションにある。」 7）とする引

用箇所が，筆者にとって神秘主義とはそういうものかと肯かせる発端とな

ったといってよいようである。特定の個人の研究経験や実務的な経験に基

づいた背景的理解ないし第六感から得られる未解決の問題への解決策を

「ハッ」と気付かせるようなことをさしているのであろうか。問題解決の

方向では前進的で積極的であることが知られる。skepticismはインスピレ

ーションによる理念の形成そのものに誤謬が潜在していないかの反省をさ

せ，その意味では保守的であり消極的である。だからこそ，マウツおよび

シャラフらは神秘主義による理念の形成にあたって確証的証拠の入手を強

調するのであろう。

　（合理主義）

　次いで，合理主義についてである。マウツおよびシャラフらは，例えば

「インターナル・コントロールのシステムを検討し，特定のコントロール

手段（controls）の存在から異常事項が発生しそうであるか，または発生し

そうにないことを推論する場合，われわれは合理主義を適用する。」とい

い，合理主義を「普遍から特殊を推論すること」のように理解してい

る 8）。筆者は合理主義を思想の近代性を特徴づける「理性への適合」のよ

うに解釈していたので，このような理解方法もあるのかと，マウツおよび

シャラフらの説を読んだ。いずれにせよ，これによれば，内部統制システ

ムの評価に基づいて統制の対象である事実発生の蓋然性を推論することの

ようである。「近代」を特徴づける規準としての合理主義も，監査人の理

7）　R. K. Mautz and Hessein A. Sharaf, ibid., p. 93，近澤弘治監訳，上掲書，
122頁。

8）　R. K. Mautz and Hessein A. Sharaf, ibid., p. 94，近澤弘治監訳，上掲書，
123頁。
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性に基づいた資料に基づく内部統制の評価とその結果の推論に関する合理

主義もいずれも無関係ではないといえよう。

　（経験主義）

　さらに，マウツおよびシャラフらは「経験主義は，認知しての経験を背

景にする知識をベースにすることからなる。経験主義者は，個別特殊の内

容から普遍的内容にまで類推する。多くのケースを観察して後にそれらに

関してのある種のパターンを見出しているように，経験主義者はその経験

から普遍的ないし一般的理念を抽出する。」 9）と経験主義をどのように理解

するかを明らかにし，合理主義との関係について両者はしばしば結び付け

られる関係があるとする。

　この「結び付けられる関係がある」とされていることについて筆者が関

心を抱いたのは，マウツおよびシャラフらが「例えば，監査人はインター

ナル・コントロールをレビューし，得られた記述内容からそれがよいシス

テムであると推論する。しかしながら，それに監査人が信頼を置くことが

出来る以前に，取引ないし事象が実際に記述内容に示されているように取

り扱われていたかどうかを確かめるよう，その取引ないし事象を検査した

いとする。ここでは，監査人は，特定の経験的証拠により自らの合理的結

論を補足しているのである。」 10）としていることである。これは，内部統

制システムの評価で，チェック・リスト，フロー・チャート，内部統制手

続記述書等で内部統制手続の流れの状況を把握し，内部統制のシステムが

よく整備されているとの評価結果が得られた後に，そのシステムが実際に

9）　R. K. Mautz and Hessein A. Sharaf, ibid., pp. 94, 95，近澤弘治監訳，上掲書，
123-124頁。

10）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf. ibid., p. 94，近澤弘治監訳，上掲書，
124頁。
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機能しているかを確かめ，監査人として内部統制について評価判断をする

ことを，合理主義と経験主義との関係として例に引いているとみてよいの

であろう。

　（プラグマティズム）

　次に，最後はマウツおよびシャラフらがプラグマティズムをどのような

内容として理解しているかである。彼らは，プラグマティズムを実践に密

接に関連づけている。プラグマティズムは，真実であるものは適切に働く

ものであり，実践可能性，実働可能性が真実性へのテストであるとし，会

計原則が直観によってでも，また基礎的な仮定からの推論によって形成さ

れるのでもなく，永年にわたり多様な状況の中で働く会計士やビジネスマ

ンの実際経験から形成されると信じている人は本質的にプラグマティスト

である 11）としていることから，彼らのプラグマティズムに対する考え方

をうかがい知ることが出来る。また，彼らの後発事象との関連におけるプ

ラグマティズムの説明は，後発事象によってすでに認識されている会計記

録の修正ないし補足をする必要があるとの実際の例を示していることのよ

うに考えられる。

　監査論において，理念や信念，あるいは知識を得る方法としてのプラグ

マティズムは，他の諸概念との関連において整合性を有するとともに，監

査事象を適切に説明し，理論形成に役立て得るかどうかを内容としている

といってよいであろう。

　（Skepticismが消極的意味を持つとされる理由）

　他方，知識を得る客観的な方法のひとつとしての懐疑主義 skepticism

11）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf, ibid., p. 96，近澤弘治監訳，上掲書，
125頁。
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はなぜ消極的の意味を有するとして捉えられているのであろうか。マウツ

およびシャラフらはMontagueの所説として「人間の心としては，どのよ

うな探究の分野においても絶対に確実であるとの心証を得ることは不可能

であるにしても，これが当然に完全な疑惑の状態 a condition of complete 

doubtに至るものではない。」としていることを引用して懐疑主義を説明

し，「完全な疑惑」と「懐疑主義」とを分け，「それでも，なお，主張され

ている真相には真実であるとされ得る可能性（possibility）があり，またそ

の蓋然性（probability）がある。すなわち，証拠は主張を受け入れるように

心に説得しようとするようなものである。」 12）としている。

　存在する事実に対する監査人の心証の形成において，監査人の理性すな

わち心に確信を得させる影響力（効力）を有する有形ないし無形の資料（証

拠資料）があり，これが監査判断形成の一時点において必要十分でなく，

決め手となり得る決定的証拠が欠けていたことにより，監査判断の形成に

迷うことがあるであろう。しかしながら，これをもって入手した証拠資料

の監査判断形成への影響力を無視し，証拠を排除して，判断対象たる事実

が完全な疑惑の状態にあるとすることはしない。証拠資料が必要十分であ

るように実施した監査手続を補正し，関連する監査要点について新たなる

監査証拠資料を入手し，また監査証拠資料を補充する等々より，必要十分

な証拠資料によりすでに形成されている仮定的な心証についてより高い確

信が得られるように，証拠資料の必要十分性の評価について自己評価する

態度を監査人に求めるのが懐疑主義のあり方ではないか。

　だからこそ，「もしも証拠が妥当であるならば，心は，それを受容する

よりも，疑いを抱き続けることの方がより大きな誤謬となる。懐疑主義

は，かくて，思考する人が賢明にツールを用いるときにのみ，思考者にと

12）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf, ibid., pp. 96-97，近澤弘治監訳，上掲書，
126頁。
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っての一連の用具のなかでは重要なツールとされる。……思考者が，もし

も，みずからその信頼性を無難に確定するまで知識を得る他の方法によっ

て入手された証拠に疑問を持ち続ける傾向があるとき，懐疑主義は有用で

ある。」 13）と哲学的に懐疑主義を説明しているゆえんがある。

　そのゆえにマウツおよびシャラフらは「われわれは判断すべき命題を持

っている。判断は行われなければならない。仮に決め手となる証拠

（compelling evidence）が入手されないとしても，入手可能な証拠をもって

われわれが可能な限りの堅実さをもって判断しよう。」 14）としていること

は，懐疑主義を尊重する監査人としてのあり方を示している。

　権威主義，神秘主義，合理主義，経験主義，プラグマティズムの５つの

考え方は知を得るという方向で前向きであるのに対し，懐疑主義はこれら

の考え方のもとで入手され評価された証拠資料についてその必要十分性を

再評価するというものである。知を得る５つの考え方に対しそこで入手さ

れた証拠資料を検証することでは前５者に対し懐疑主義は保守的であり，

知を求めるということでは消極的とされる。懐疑主義はこのような意味で

消極的とされたのであろうと考える。

　したがって，初期の監査計画の段階において監査要点の選定を行う際

に，財務諸表の主張について財務諸表の適正性を反映することにならない

可能性，すなわち監査リスクの高い財務諸表項目についての評価（例えば，

リスクに対する敏感度や金額的重要度が高く，また会計基準からする恣意性の介入

可能性が高い資産の減損や繰延など）を行わなければならないけれども，財

務諸表の虚偽記載が行われているとの前提で監査リスクを評価し，監査要

13）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf, ibid., p. 97，近澤弘治監訳，上掲書，
126-127頁。

14）　R. K. Mautz and Hussein A. Sharaf, ibid., p. 97,近澤弘治監訳，上掲書，127
頁。
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点の計画をすることは上述の懐疑主義についての理解のもとでは想定しに

くい。なぜなら，財務諸表は，アカウンターがアカウンティーに対し受任

内容の遂行が受任義務を満たすように遂行されたことを弁明する手段，す

なわちアカウンタビリティーをディスチャージする手段だからである。入

手した証拠資料の評価においてその証拠力が証拠要求度に適合し，監査要

点の立証に必要十分であるのかを検討する段階で，証拠資料に基づく監査

判断の形成に消極的とされる懐疑主義が監査人に機能するものと考えられ

る。

　したがって，対象について完全な疑惑の状態すなわち condition of 

complete doubtにあり，そのもとでの疑念を晴らすために知識を求めると

いった，例えば，監査人が監査対象の財務諸表公表会社の代表取締役・担

当責任者について，それらが先ずもって完全な疑惑の状態におかれ，そこ

で抱いた疑念をなくするために検証が必要な点をもって監査要点とし，こ

れに関して証拠資料を入手しようとすることは，すくなくともマウツおよ

びシャラフらによる懐疑主義においても，Montagueの引用においても懐

疑主義とはされていないようにみられる。

　もっとも監査手続の選択適用以前の調査（かつての監査実施準則で実施す

べきとされていた予備調査の手続）において入手された資料から，財務諸表

公表会社の代表者や作成責任者について強い疑惑が生ずることが想定され

る。これは，財務諸表公表会社の代表者・作成責任者を先ずもって完全に

疑い，そのもとで監査要点を計画し監査手続を選択適用する監査のアプロ

ーチとは全く異なる。全面的な疑惑を前提にしての監査実施条件では例え

ば試査による監査のあり方もそれを採用する理論的正当性を失う。

　財務諸表の適正性についてのリスクの識別・評価を行い，この過程で生

じた疑問が監査計画の立案内容に影響することが十分に想定される。この

ような調査段階で入手された財務諸表のリスクの識別・評価の基礎資料は
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監査上の判断に影響を与えているということで監査証拠資料としてよいと

理解される。これについて，証拠資料のインプットは判断のプロセスに重

要なインプットとなる。筆者は，監査証拠資料を，監査手続の実施におい

て蒐集され，考慮されたいかなる情報も包含するように広く理解してい

る。「当初の証拠のインプットが被監査会社についての背景的情報のみか

らなるとき，職業的懐疑心は，当初の監査計画に影響する。……」 15）とし

ている見解もあるが，筆者の理解もこれに近いといってよい。

Ⅱ　PCAOB監査基準での職業的懐疑主義への理解

　では，このような理解は諸外国の制度で踏襲されているのかどうか，ま

た，最近の懐疑主義に対する理解についての流れはどうなのであろうか，

などについてさらに検討を続けてゆきたい。そこで，USAでの現在の監

査基準設定主体としての PCAOB（Public Company Accounting Oversight 

Board）の監査基準の一般監査基準では「一般的原則および責任」で

「AS1015 業務の実施に関し当然払うべき職業上の注意」とあり，「.01　当

然払うべき注意が監査の計画と実施および報告書の作成において行使され

なければならない。」と，かつての AICPA「一般に認められた監査基準」

での表現に類似した文言を踏襲している。しかしながら，職業監査人とし

て当然に払うべき正当な注意について，「職業的懐疑主義」を「合理的保

証」とともにタイトルを設けて記載していることが正当な注意を構成する

内容として重要視していることが注目される。

　職業的監査人の正当な注意の一部として，「職業的懐疑主義」のタイト

ルが付されている部分では次のように記載されている。

15）　Mark W. Nelson, A Model and Literature Review of Professional Skepticism 

in Auditing, Auditing :  A Journal of Practice & Theory, AAA., Vol. 28, No. 2, 

Nov. 2009, p. 6.
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「.07　正当な職業的注意は，監査人に職業的懐疑主義の行使を求める。

職業的懐疑主義は疑問を持つ心と監査証拠の批判的評価とからなる態

度である。監査人は，証拠の蒐集と客観的な評価とを情熱をもって行

い，正直に，インテグリティをもって公共会計のプロフェッションに

よって求められる知識，技術，能力を用いる。

　.08　監査証拠の蒐集と客観的な評価は，監査人に，証拠の質と量の

十分性を考慮することを求める。証拠は監査のすべてにわたって蒐集

され評価されるから，職業的懐疑主義は監査プロセスのすべてにおい

て行使されるべきである。

　.09　監査人は，マネジメントが不誠実であるともしないし，疑問の

余地のないほどに誠実であるともしない。職業的懐疑主義を行使する

にあたり，監査人は，マネジメントが誠実であると信じ確証的証拠 16）

を十分に入手せずには満足すべきでない。」 17）

　.07で懐疑主義を「疑問を持つ心と監査証拠の批判的評価とからなる態

度」としており，また .08で「職業的懐疑主義は監査プロセスのすべてに

おいて行使されるべきである。」としていて，職業的懐疑主義が，「疑問を

持つ心」が「完全な疑惑の状態」にあっての疑念を意味するのかに明らか

でない点が残る。さらに，また .08で「証拠は監査のすべてにわたって蒐

集され評価されるから，職業的懐疑主義は監査プロセスのすべてにおいて

行使されるべきである」としており，監査人が先見的に有する監査対象に

16）　persuasive evidenceの訳語としては説得的証拠の語もよくとられるが，
persuasiveは convincingと同じ意味とされているから，これまで多く用いら
れている確証的証拠（convincing evidence）の訳語をとることにした。

17）　PCAOB, General Auditing Standards, 1000 General Principles and 

Responsibilities, AS1015.
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ついての疑念を晴らすために監査要点を計画することをそれに含めるのか

どうかが明らかでない。

　.09は，「監査人は，マネジメントが不誠実であるともしないし，疑問の

余地のないほどに誠実であるともしない」とし監査対象について「完全な

疑惑の状態」と決めつけておらず，また，懐疑主義の適用を証拠の評価に

とどめていて，マウツおよびシャラフらによる懐疑主義の理解との関連に

おいて，.09の条項は前述の .07や .08の条項に関連して筆者が抱いた疑問

点を解消していると考えられる。

　職業的懐疑主義を監査対象のマネジメントあるいは財務諸表作成者への

疑惑の存在を前提にして監査計画を立案するというよりは，監査実施の過

程において入手した証拠資料の必要十分性に配慮しての理解に立っている

こともあるのであろう。このような監査実施内容の十分性を考量する視点

は，「判断プロセスと弱点についてのカギとなる概念の理解により，われ

われは，予想される誤りや職業的大失敗を避け，職業的懐疑主義を維持す

ることができ，また他の人によって行われる誤りにもより多く気付くこと

になる。」 18）としている中にも看取される。

　これらに類似しているのは企業会計審議会から公表されている「監査に

おける不正リスク対応基準」である。ここでは，「第一　職業的懐疑心の

強調」として，「１ 監査人は，経営者等の誠実性に関する監査人の過去の

経験にかかわらず，不正リスクに常に留意し，監査の全過程を通じて，職

業的懐疑心を保持しなければならない。２ 監査人は，職業的懐疑心を発

揮して，不正の持つ特性に留意し，不正リスクを評価しなければならな

い。３ 監査人は，職業的懐疑心を発揮して，識別した不正リスクに対応

18）　John Lauck, The psychology behind good judgment,─ Understanding 

decision-making weakness can be help CPAs avoid mistakes, J. of A., AICPA., 

June 2016, pp. 27-30.
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する監査手続を実施しなければならない。４ 監査人は，職業的懐疑心を

発揮して，不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を看過することが

ないように，入手した監査証拠を評価しなければならない。５ 監査人は，

職業的懐疑心を高め，不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当するかど

うかを判断し，当該疑義に対応する監査手続を実施しなければならない。」

としており，さらに「第二　監査における不正リスクの対応基準の設定に

ついて」の文章の中で「本基準における職業的懐疑心の考え方は，これま

での監査基準で採られている，監査を行うに際し，経営者が誠実であると

も不誠実であるとも想定しないという中立的な観点を変更するものではな

いことに留意が必要である。」として，経営者を全面的な疑惑のもとにお

くことを前提としていないとされる。この内容は，「監査基準」において

示されている内容と類似する。

　我が国の公認会計士協会も，「監査基準」および「監査における不正リ

スク対応基準」に依拠して，その監査基準委員会報告書で「A17.職業的

懐疑心は，例えば，以下について注意を払うことを含む。　・入手した監

査証拠と矛盾する監査証拠　・監査証拠として利用する記録や証憑書類又

は質問に対する回答の信頼性に疑念を抱かせるような情報　・不正の可能

性を示す状況　・監査基準委員会報告書により要求される事項に加えて追

加の監査手続を実施する必要があることを示唆する状況」とし，職業的懐

疑主義の適用によってマネジメントや財務諸表作成者の誠実性の存在に反

する証拠資料の入手が生じ得る例をあげている。

　さらに「A18．監査過程を通じて職業懐疑心を保持することは，例えば，

監査人が以下のリスクを抑えるために必要である。　・通例でない状況を

見落とすリスク　・監査手続の結果について十分な検討をせずに一般論に

基づいて結論を導いてしまうリスク　・実施する監査手続の種類，時期及

び範囲の決定及びその結果の評価において不適切な仮定を使用するリス
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ク」 19）とされ，監査リスク（監査人の監査契約の締結・監査手続の選択と適用か

ら監査意見の形成と表明にいたるまでにおいて適正な財務諸表開示の目的を妨げる

可能性）が抑制されるように，監査人として注意すべき事項をあげ，職業

的懐疑心の保持が重要であること強調している。

　これらは，「12．監査人は，監査証拠による反証がない限り，通常，記

録や証憑書類を真正なものとして受け入れることができる。しかし，監査

の過程で把握した状況により，ある記録や証憑書類が真正ではないと疑わ

れる場合，又は文言が後から変更されているが監査人に開示されていない

と疑われる場合には，さらに調査しなければならない。（A8項参照）」 20）と

されていることが前提にあると考えられ，監査基準委員会報告書での懐疑

主義が疑惑と区別していることが知られ，PCAOBの理解と共通する。

　なお，国際会計士連盟 IFACによってその活動が促進されている国際会

計教育審議会は，職業的懐疑主義の用語を解説し「誤謬または不正に起因

しての虚偽記載の発生可能性を示すこともある状態に注意しながら疑問を

持つ心と監査証拠の批判的な評価とからなる態度」 21）としている。これは，

PCAOBの監査基準での .07 の条項を全面的に踏襲するようにとられる語

彙説明であり，この説明のみでは .09 の条項が考慮されているとか，ある

いはそれがなんらか含意されているとはみられない。むしろ，「誤謬また

は不正に起因しての虚偽記載」の文言を .09 の条項に挿入していることか

ら，.9 の条項を否定しているようにみられないでもない。改訂の過程が模

19）　日本公認会計士協会監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総
括的な目的」平成23年12月22日。

20）　日本公認会計士協会監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不
正」平成23年12月22日。

21）　International Accounting Education Standards Board, IAESB，Proposed 

Drafting Changes to International Education Standards, Glossary of Terms, 

Dec. 2015, p. 130.
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範的とさえ考えられるように慎重にすすめられている国際教育基準に関連

しての用語説明であるだけにそれらについての解釈が欲しかった。

　しかしながら，ともかく，PCAOBは，上述の監査基準に根差して，

Staff Audit Practice Alert（略して SAPA）としてであるけれども，その No. 

10 において，マウツおよびシャラフらの懐疑主義からほぼ半世紀たった

2012年に「監査における職業的懐疑主義の維持及び適用」 22）を公表してい

るので，監査基準での懐疑主義を監査の実際にあたりどのような点に着目

しているか，また監査基準において尊重されていたマウツおよびシャラフ

らの理解はどのような変更が加えられているのかを念頭に置きながら，次

にこれをみてゆくことにしたい。

　この SAPA No. 10 のエグゼクティブ・サマリーでは，「PCAOB基準は，

職業的懐疑主義を，疑問を持つ心と監査証拠の批判的評価とからなる態度

として定義している。」としていることから，PCAOB基準の定義を前提

とし，つづいて懐疑主義適用の範囲をこの監査基準での .07 および .08 に

したがって記述している。このサマリーでは，職業的懐疑主義と品質管理

との関係と監査実施パートナーおよび個々の監査人の責任にも関連して触

れていることも注目される。

　PCAOB監査基準に基づく懐疑主義についての監査実施上の留意事項と

して，「職業的懐疑主義と監査品質管理」「職業的懐疑主義と正当な職業的

注意」「職業的懐疑主義適用の障害」「職業的懐疑主義の推進と品質管理シ

ステムの評価」「職業的懐疑主義の適用に対する監督の重要性」「職業的懐

疑主義の適切な適用」などの項目が重視される。

　本稿での問題意識は，先ず第一に懐疑主義と疑惑との相違を明らかにし

たいとすることにあるので，SAPAで述べられている監査実施上の留意事

22）　PCAOB, Maintaining and Applying Professional Skepticism in Audits, Staff 

Audit Practice Alert No. 10, Dec. 4, 2012.
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項の説明を吟味することから問題意識の解明へとすすめてゆくことにした

い。

（職業的懐疑主義と正当な職業的注意）

　PCAOB監査基準 .07 では，正当な職業的注意の行使にあたり職業的懐

疑主義が重要であるとしていたから，正当な職業的注意が懐疑主義を監査

人に求めるとしているにしても，それ程に違和感を持たない。それにして

も，「監査人は，財務諸表に重要な虚偽記載がないかどうか，誤謬また不

正に起因するかどうかについて合理的確証を得るために監査を計画し，実

施する責任を有している。この責任には，マネジメントの主張の基礎とな

っている証拠を単に探索するというよりは，財務諸表が著しく虚偽の記載

がなされているかどうかを確かめるために必要十分な証拠を入手すること

を含んでいる。」とされていて，不正が意図的に財務諸表の適正性を歪め

る行為であることからすれば，懐疑主義をどのように解すべきかに疑問が

残る。

　これに関連して SAPAでは，さらに，「財務諸表を意図的に虚偽記載す

る会社の役員は，監査人を欺こうとして虚偽記載を隠蔽しようとすること

が多い。このような動機があることから，不正リスクに向けた監査手続の

計画と実施にとっては職業的懐疑主義を適用することを欠かすことができ

ない。監査人は，マネジメントが誠実であると信じているにしても，確証

的証拠を十分に入手せずには満足すべきでない。

　懐疑主義を適用し，不正リスクへの評価にしたがって対応する例として

は，⒜ 関連する適切な主張についてより信頼できる証拠を入手するため

にすでに計画されている監査手続の修正をすること，および ⒝ 重要な事

項に関するマネジメントの説明ないし陳述を補強するために必要十分な証

拠を入手すること，例えば，第三者への確認，監査人によって委嘱された
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専門家の利用，独自の源泉からの証憑を検査するなどがある。」 23）として

いる。マネジメントが疑惑の状態にあることの反証がない限り，誠実であ

ると信じられるかどうかにかかわらず，より強い証拠を入手するように予

め立案した仮定的な監査計画を修正し，マネジメントの説明ないし陳述を

補強するような証拠資料を入手するようにするというのである。このよう

な職業的懐疑主義の理解は，マウツおよびシャラフらの著書をベースに検

討したそれと基本的に異ならない。

（職業的懐疑主義適用の障害）

　PCAOBはその監督活動をつうじ，監査人は監査の基本的要請を満たす

ことに挑戦を受けていることが知られ，監査証拠について懐疑主義を維持

するために，監査人は，無意識な偏見や監査人をして外部ユーザーの利害

というよりもむしろ依頼人の選好に一致するような方法で情報を蒐集し，

評価し，合理化し，そして撤回する原因となり得る状況に注意することが

重要であるとする。適切な懐疑主義の適用を妨げる刺激や圧力を生み出す

監査環境，マネジメントへの過度な期待と信頼，スケデューリングや標準

作業量がパートナーに与えるプレッシャー，現在の経済環境からする財務

報告や論争における判断や複雑性の増大による職業的懐疑主義の重要性，

などの例をあげ説明している 24）。これらの説明からも監査対象にあるマネ

ジメント等を先ず疑惑をもってみると解釈するような職業的懐疑主義の理

解に立っているとはみられない。

（職業的懐疑主義の推進と品質管理システムの評価）

　次は品質管理システムの評価との関係における職業的懐疑主義への理解

23）　PCAOB, ibid., p. 4.

24）　PCAOB, ibid., pp. 6-8.
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についてである。「PCAOBは，その監視の対象となる法人にたいし，そ

れに属するすべての者が適用可能な専門職業基準および法人の品質基準を

遵守することの合理的保証を法人に提供する品質管理システムを確立する

よう求めている。これには，その監査において職業的懐疑主義を適切に適

用するように監査業務チームを導く方針や手続の設計及び実施を含んでい

る。」 25）と冒頭に品質管理と職業的懐疑主義とについて述べ，品質管理シ

ステムが監査業務を実施するチームに対し職業的懐疑主義の適用を高める

例として，トップの姿勢，業績の評価・昇進・報酬，役員の能力，業務実

施結果のドキュメンテーション，システム設計と運用に対するモニタリン

グなどをあげ説明している。これらの説明からは職業的懐疑主義に関する

これまでの理解を否定するような内容はみられない。

（職業的懐疑主義の適用に対する監督（supervision）活動の重要性）

　監督活動の主体として契約業務のパートナーおよび契約業務チームでの

シニアの構成員をあげ，とくに契約業務のパートナーは職業的懐疑主義が

監査の全体にわたって重要であることを強調する適切な姿勢を明らかにす

る責任があるとする。また，契約業務の品質レビュー担当者をあげ，チー

ムによって行われる重要な判断を評価する手続を行使することが求められ

るとしている 26）。

　ここでは，「証拠の蒐集および評価」における職業的懐疑主義の重要性

が強調されているといってよいであろう。監督活動の対象である監査手続

の目標は財務諸表の適正性について確信を得ることにあるから，証拠の必

要十分性を評価するには，監査要点を計画するにあたりマネジメントの説

明ないし陳述を補強するような懐疑主義の適用が監査人に求められ，監督

25）　PCAOB, ibid., p. 8.

26）　PCAOB, ibid., pp. 10, 11.
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にもこれへの配慮が求められる。証拠の蒐集と評価に関連して「マネジメ

ントの陳述にチャレンジする確信」とする表現がみられるが，会計方針の

選択に関する証拠の必要十分性の評価を考慮してのことではないかと考え

られる。この監督に関する説明でも先の職業的懐疑主義に関する理解を否

定するものはみられなかった。

（職業的懐疑主義の適切な適用）

　PCAOBが，職業的懐疑主義について監査対象たるマネジメントについ

て疑惑を前提にしているかどうかを検討するにあたって，この項目での説

明が筆者にとっては最も説得力が強かった。ここでは，先ず，品質管理シ

ステムや監督主体であるパートナーやチーム上級構成員の活動が職業的懐

疑主義を支える環境に貢献するにしても，職業的懐疑主義は，終局的に

は，個々の監査人の責任であるとして，イ）重要な虚偽記載のリスクの識

別と評価，ロ）コントロールズのテストおよび実証的手続の実施，ハ）監

査意見形成のための監査結果の評価の３つに分けて説明している。

　先ず，イ）の重要な虚偽記載のリスクの識別と評価における内容は次の

ようである。PCAOBがその基準で示しているリスク評価のアプローチは，

財務諸表での虚偽記載についてより高いリスクと最も感度の高い領域に監

査人は注意を集めるものとしている。これには，財務諸表の操作に向けた

マネジメントへの刺激や圧力，またそのような機会を醸し出す事象や状態

を考えることが含まれるとし，「PCAOB基準によって求められるリスク

評価手続は，さらに調査を要する異常取引ないし事項を識別する基礎とし

て，会社とその環境についての十分な理解を監査人に提供すべきものとさ

れている。それは，監査人がマネジメントの主張を評価しチャレンジする

基礎を提供することにもなる。監査人の理解はリスク評価の手続から得ら

れた現実の情報（actual information）に基づくべきものである。」 27）として，
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「会社とその環境」「現実の情報」を職業的懐疑主義の適用においても重視

し，監査実施の前提としていてマネジメント個人を疑うといった態度をと

るようにしてはいない。

　次に，ロ）のコントロールズのテストおよび実証的手続の実施では，監

査人による職業的懐疑主義の適切な適用は，より高いリスクの領域に監査

要点をしぼると同時に，内部証拠よりも外部証拠，間接証拠よりも直接証

拠のようにより適切かつ信頼できる証拠を入手することに焦点を合わせた

手続をとることになるとし，これらは監査論での一般論といってよいであ

ろう。ただ，ここでは，職業的懐疑主義の必要を反映する PCAOB基準で

の監査手続の例を示しているのが目を惹く 28）。

　ハ）の監査報告書で表明されるべき意見を形成するための監査結果の評

価について，PCAOB基準は，財務諸表における主張を証拠が補強ないし

反証するもののいずれかであるにしても，すべての関連する監査証拠を考

量に入れるべきであるとし，監査人は職業的懐疑主義を適用すべきものと

している 29）。これは先にマウツおよびシャラフらにしたがって検討をすす

めた職業的懐疑主義の理解と相反するものではないことは自明である。

　これまで PCAOBの SAPA No. 10「監査における職業的懐疑主義の維持

と適用」を，財務諸表の適正性監査に関する監査対象会社のマネジメント

あるいは財務諸表作成主要責任者が虚偽の記載をしているのではないかと

の「疑惑」をもって，職業的懐疑主義を理解し制度化しているのかの視点

から検討してきた。これまでの検討の範囲では，PCAOBは懐疑主義を

「疑惑」の視点にたっていないことが明らかにされた。

27）　PCAOB, ibid., pp. 11, 12.

28）　PCAOB, ibid., p. 14.

29）　PCAOB, ibid., p. 14.
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Ⅲ　AICPA証明業務基準書での職業的懐疑主義についての理解

　PCAOBの SAPAによって検討した結果を，AICPAの証明業務基準書で

は職業的懐疑主義についてどのように対応するようにしているかをみるこ

とにしたい。

　AICPAはその証明業務基準書において職業的懐疑主義を次のように示

している 30）。

　　「.43　業務実施者は，職業的懐疑主義をもって証明業務を計画し実

施すべきである。」

　とし，そして，これの適用とその他の説明資料（Application and Other 

Explanatory Material）とされているなかで次の項目が注目される。

「.A66　職業的懐疑主義は次のような事項に注意を払うことからなる。

　・入手した他の証拠を否定する証拠

　・ 証拠として使用されるべき文書や質問への回答についてその信頼性

に疑問をもたらす情報

　・不正を示すおそれのある事情

　・ 関連する AT-Cセクションで求められている手続に加え，さらに手

続の必要を示唆する事情

　　.A67　職業的懐疑主義は証拠の批判的評価に必要である。これに

は，反証的証拠，文書及び質問への回答，適切な当事者から入手され

30）　AICPA, Statement on Standards for Attestation Engagement, No. 18, Apr. 

2016.
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た他の情報の信頼性に疑問を抱くことからなる。それは，また，情況

に照らして入手された証拠の十分性および適切性を考慮することをも

ともなう。

　　.A68　業務実施者は，適切な当事者が不誠実であるとも，疑問の余

地のないほどに誠実であるともしない。業務実施者は，証拠を提示す

る人の公正性と高潔性についての過去の経験を無視するとは考えられ

ない。にもかかわらず，証拠を提示する人が公正であり高潔さを有し

ているとの信念は，業務実施者に職業的懐疑主義を維持する必要がな

いとかあるいは業務実施者が提供している用役に対し必要十分な証拠

以下で満足してよいとするものではない。」

　これらの説明資料では，職業的懐疑主義を証拠の批判的評価であると

し，批判的な証拠入手の視点に触れながら，業務実施者は先ずもって「適

切な当事者」が誠実であるとも不誠実であるともしないとされている。こ

れは基本的に PCAOBの監査基準に共通するといってよい。

　また，証明業務基準書では，

　　「.45　業務実施者が反証について信ずるに足る理由を持たない限り，

その業務実施者は，記録および証憑書類を真実として受け入れてもよ

い。もしも，証明業務実施期間中に知られた状態が，その業務実施者

に，証憑書類が真正でないのではないか，あるいは証憑書類での文言

が虚飾されていてそれが業務実施者に事実を明らかにしていないので

はないかと信じさせる原因となるときには，業務実施者はさらに調査

すべきである。」

ともされ，同趣旨のことが PCAOB監査基準に比し具体的に記述されてい
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る。

　.A66　職業的懐疑主義のもとに注意を払う事項に共通して前提にされて

いることは，最初から「疑惑」をもって証拠を入手するのではなく，「疑

惑」をもって証拠を入手するのは入手した証拠に信ずべき反証資料や不正

のおそれを推定させる事情があるときとされていることである。また，

.A68でも適切な当事者が不誠実であるとも疑問の余地のないほどに誠実で

あるともしないとしており，証明業務の対象となる当事者を全くの疑惑を

もってみるという潜在的観念で職業的懐疑主義を適用することにしていな

い。選定した監査要点について必要十分な証拠資料を入手すべきことはア

テステーションの機能から当然であるにしても，.45では，業務実施者が

さらに調査するのは証憑書類の真実性に疑問が持たれる状態があるときと

されており，ここでの職業的懐疑主義適用の前提も .A66および .A68と同

様とみてよいであろう。

Ⅳ　IAASB「公共の利益への監査品質の向上」と職業的懐疑主義

　最後に，IESBA（International Ethics Standards Board for Accountants）が

2016年６月27日から29日にかけてニューヨークで 職業的懐疑主義を課題

として開催した会合のアジェンダ 31）で，検討の素材として提供したこと

が明らかにされている IFAC，IAASBの Focus 32）で職業的懐疑主義をどの

ように理解し適用しているのかをみることにしたい。

31）　IESBA, Professional Skepticism, Agenda Item 4, 4-A, 4-B, prepaired by 

Diane Jules (June 2016), Agenda Item 4-C, prepaired by Wolfgang Bohm 

IAASB Technical Advisor (June 2016).

32）　IFAC, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), 

Invitation to Comment, Enhancing Audit Quality in the Public Interest ─ A 

Focus on Professional Skepticism, Quality Control and Group Audits─ , Dec. 

2015.
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　（「公共の利益への監査品質の向上」公表の趣旨）

　この Focusは，表題の上部に Invitation to Comment（略して ITOともさ

れている。）の語が付されているように，2016年５月16日までにコメントを

得るために作成されたものである。そこで，Focusの本文に入る前に，

Focusが作成された意図やコメントを求める相手先，監査品質の向上，監

査基準改訂方向，基準設定者と監査品質の向上など，Focusが作成された

背景を知るために，ITOの概要とされている部分をみることにしたい。こ

の部分は８つの項目に分けて説明されており，後の方の２つは，コメント

提出者との連絡及び今後の審議予定を内容としているので，前方にある職

業的懐疑主義に関連する６つの項目の内容について以下でみてゆくことに

したい。

　⑴　このコンサルテーションの重要性：ここでの説明はこうである。

「監査人は自らが報告する財務諸表の信頼性に貢献する枢要な役割を有し

ている。高い品質の監査は財務諸表の安定性の基礎になっている。グロー

バルな監査基準の設定者として，われわれは監査人のための基準や指針を

立案するにあたり高い品質の監査が達成されるようにする公共の利益への

責任を有している。それは，つまり，財務諸及び財務報告への公共の信頼

および信任をより広く構築することである。」とし，グローバルな監査基

準の設定主体として公共の利益の維持についての責任を意識し，この責任

を果たす一環としてコンサルテーションを行うとする。

　⑵　回答を求めたい対象：回答を求めたい対象を「すべての利害関係

者」といい，利害関係者を「ターゲットにしているのは財務諸表利用者，

作成者，監査委員会，これらのグループを代表する組織体」と具体的に列

挙している。本来は，コンサルテーションの課題に批判的能力を有する財

務諸表の利害関係者と理解能力を有する人々，グループ，組織とした方が

より多くの意見を求めるということでよかったのかもしれない。
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　⑶　このコンサルテーションが志向している関心事：これに関し「われ

われの監査および品質管理の基準は，各行政地域において持続的に変化す

る環境に直面して，適切であり続ける必要がある。われわれは３つの主要

な課題──職業的懐疑主義，品質管理，およびグループ監査──に焦点を

当てている。」とする。監査基準および品質管理基準がその環境の変化に

適切に適応することが可能であるようにするために，職業的懐疑主義が品

質管理やグループ監査とともに課題とされ注目されるようになったとの指

摘である。

　⑷　監査基準等改訂内容の正確性の確保：監査基準や品質管理基準の改

訂にあたって，公共の利益の問題を優先すべき課題として志向すべきであ

ると信じられることからこれらの概略を明らかにし，そしてこれに関して

どのような途をとることが適切と考えているかを示す。そこで，「問題を

正しく意識しているかどうか」「意識を違えているとすればそれは何に起

因しているか」「グローバルな基準についてどのような改訂が必要か」「わ

れわれの基準変更の方向に他に補足するものがあるか」などを問い，「監

査品質の向上のために必要と考えていること，またとるべき方向について

の見解をわれわれが理解できるように」回答することを求めている。監査

基準等の改訂にあたっての当事者は，理論的にはこうあるべきと演繹的に

すすめるのではなく，自らの基準の改訂や開発プロセスを懐疑的にすすめ

ることが，結果として監査基準等の正確性と有用性を高めるために重要で

あることを認識してのことであろう。

　⑸　基準設定者としての監査品質向上への役割：基準設定者が監査の品

質に及ぼす影響について，「グローバルな監査基準の設定主体として，行

政当局，方針設定者，各国の監査基準の設定主体，その他の利害関係者と

の間での協調や意見交換をすすめることにあるとしている。」としており，

あげられているなかで「方針設定主体」がどのような内容であるかが筆者
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にはイメージとして具体的でないが，監査基準はプロフェッションにおい

て一般に受け容れられている手続によって達成されるべき目標を示すこと

を本質としていることからすれば，その設定主体が監査の品質について達

成すべき水準を明らかにし，実施可能にして合理的である限りその遵守を

求めることで，高い水準の監査の品質の確保が期待されることになる。求

める監査の品質が得られているかについては，ここにあげられている「行

政当局」等の種々の組織との協調や意見交換をすることが求められる。と

いって監査基準設定者の監査品質向上への役割を軽視することが出来な

い。

　⑹　Focusに述べられている内容の詳細化：監査基準や・品質管理基準

の具体的な内容を詳細に検討するにあたっての視点として，① 基準の適

用をいかにすすめるか，② 環境の変化によって生ずる種々の問題につい

て注目される関心事，③ 監査の品質を高めるために改善されるべき部分

に対する措置，④ 設定者としてこたえたいと考える，より特殊な事項，

などがあげられている。

　これら ITCであげられていることをみると，監査基準等の設定に関連

付けて，監査の品質に及ぼす影響として，とくに職業的懐疑主義，品質管

理，グループ監査の諸問題に注目し，利害関係者の意見を求めて検討をす

すめようというのである。この ITCでは，監査の品質に関し最初に公共

の利益に向けられるべきことをあげていたが，IAASBは，上記の３つの

諸問題に関し適切な公共の利益に関する課題を，・適切な独立性の助長と

監査人の懐疑的心構えの保持，・監査人の判断のドキュメンテーションを

高めること，・ISAのその目的への適合，・監査法人等での前向きな品質管

理の促進，・監査の品質に関する透明度や役割の追求，・監査法人とその内

部・外部モニタリングや補強へのより注目，・監査関係者のコミュニケー

ションなどを自らの意見としてあげている 33）。
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　それらは監査の公共の利益（public Interest）とはなにかというよりは，

監査がその目的としての公共の利益をより高めるために配慮すべき諸点と

いってよいであろう。監査が公共の利益に資するとしていることは，わが

国の金融商品取引法が以前の証券取引法の規定と同趣旨で「……金融商品

取引所の適切な運営を確保すること等により，有価証券の発行及び金融商

品等の取引等を公正にし，有価証券の流通を円滑にするほか，資本市場の

機能の十分な発揮による金融商品等の公正な価格形成を図り，もって国民

経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。」（第１条）

としている定めの中にみることができる。

　（職業的懐疑主義適用の強調について）

　次に，本稿からすれば最も関心の高い「われわれは監査において職業的

懐疑主義の適用をいかにすれば強調できるか？」であるが，この内容を詳

細に逐次見てゆくのが順序であるけれども，ここでの記述内容は30の項目

に分かれ，なかには今後の予定など IAASBのスケジューリングに関する

ことのほか，今後の予定のような部分もあり，そのすべてを単に並列的に

述べてゆくのは本稿の目的にそぐわないので，筆者として注目される箇所

のみを以下でみてゆくことしたい。

　1）　先ず，職業的懐疑主義の適用範囲についてである。はじめに，国際

監査基準（ISA）での職業的懐疑主義に関する定義「誤謬ないし不正によ

って虚偽記載が起こりうる状態に注意しながら，疑問を抱く心と監査証拠

の批判的評価とからなる態度」を引用しながら，職業的懐疑主義では反証

の無い限り記録や証憑を真実として受け入れるとし，それを解釈する基礎

を示している。ただ，職業的懐疑主義の適用について監査計画やリスク評

33）　IAASB, ibid., p. 7.
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価から監査人の結論を形成する監査証拠の批判的な評価にいたる監査全般

にわたるものとしており，その範囲については監査契約の締結については

どうなのかなど筆者からすれば必ずしも明らかでない。ただ，職業的懐疑

主義を適用していることがどのようにして証拠付けられるのかを指摘し，

証拠の性格や監査人の責任に関連する事項を指摘している 34）。職業的懐疑

主義の適用について証拠資料の入手に触れていることが注目される。

　2）　監査人が職業的懐疑主義を適切に適用していないとか，あるいはし

ていないのではないかとみられることが監査の検査報告書においてもグロ

ーバルに多く示されているとしている。これについて，どのように報告す

ることが監査人の職業的懐疑主義の適用について正しい理解が得られるか

を検討することが重要であるとしながらも，この根本原因は，職業的懐疑

主義についての理解が ISAにおけると必ずしも同じくしていないことが

あるとしつつ，イ 監査人によるリスクの評価に敏感な勘定を対象として

いること，ロ 入手する証拠に一貫しない矛盾する内容が増え，より多く

の証拠の入手および証拠の入手方法自体のより強い説得力が求められてい

ること，ハ マネジメントの判断に挑戦しその当否の検討の必要，ニ 監査

人とマネジメントとの間での判断の相違などの調査などにあるとする。そ

して，IAASBとしても基準の中でもこれらの諸問題についてなんらかの

方向を示す必要があることを認めている 35）。

　職業的懐疑主義の適用に関し公認会計士監査審査機関から監査人の責任

に関連して検査報告書で言及ないし指摘されていることへの対応策とし

て，イ 職業的懐疑主義に関する理解が十分に周知されていないこと，ロ

監査報告書の記載のあり方の再検討の必要，ハ リスクの評価に基づくこ

とにより懐疑主義の適用対象に主観的判断が増大し，このために証拠資料

34）　IAASB, ibid., p. 11.

35）　IAASB, ibid., p. 12.
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およびその入手について説得の必要が高まっていること，ニ マネジメン

トの会計方針の検討に挑戦することが必要とされていることなどをあげて

いる。職業的監査人の正当な注意を求めるほかにそれを構成する職業的懐

疑主義を強調するにあたっての課題とされる。

　3）　職業的懐疑主義とプロフェッショナルな判断

　プロフェッショナルな判断は，「監査業務の状況において適切な一連の

行動に関し情報に精通した意思決定を行うため，監査や会計および倫理の

基準によって醸成される情況のもとで，適切なトレーニング，知識および

経験を適用すること」 36）と国際監査基準で定義されているように，職業的

懐疑主義の適用は，リスクに敏感な項目など高い主観的な判断を要する財

務諸表項目にかかる領域での監査業務においてはとくに重要であり，これ

は最近の財務報告基準の制定によって著しい影響を受けている。

　職業的懐疑主義は，監査人の行動の基礎を提供するプロフェッショナル

な判断をする際の一面をなす態度である。「行われたプロフェッショナル

な判断，とられた措置のドキュメンテーションは，職業的懐疑主義が適用

された証拠を提供することになろう。」 37）とし，会計，監査，倫理の情況

では，このほかに精神的・形式的独立性，専門的能力，監査法人の環境な

ども職業的懐疑主義の適用に影響を有するとしている。

　プロフェッショナルな判断と行為に関するドキュメンテーションは，そ

のあり方により職業的懐疑主義が適用されたことの証拠資料を提供するこ

とが可能になる。ISAは，マネジメントやガバナンスに責任を負う者（討

議した相手も含む）その他との重要事項の討議内容をドキュメントするよう

に監査人に求めている 38）。これには監査実施の過程において適用された職

36）　IAASB, ISA. 200, par. 13(k).

37）　IAASB, ibid., p. 13.

38）　IAASB, ISA. 230, Audit Documetation, par. 10.



382

業的懐疑主義に関しより良い証拠となるようにプロフェッショナルな判断

過程を監査調書や監査報告書に記載するあり方が求められる。

　職業的懐疑主義の適用は，監査の実施過程で生ずる懸案事項を勇気をも

って処理する心の強さとか，あるいは専門的能力などからなる個人の特性

によって影響される。個々人の監査手続の選択と適用は個々人の主観的判

断に依存するだけに個人の特性と社会環境とによって影響されることはこ

こに触れるまでもない。監査法人内部の品質管理意識等による監査管理の

水準，被監査会社との間での監査経歴や人的関係などを前提にして，個々

の監査人が何らの疑問を抱くことがなく従来の慣行にしたがってマネジメ

ントの誠実性や財務諸表の適正性についての評価をしてしまう可能性を否

定できない。

　適切な職業的懐疑主義の適用に貢献するものとして，Focusでは監査法

人による監査人へのトレーニングの方法，例えば優れた指導係を用意する

とか，OJTなどによる反射的な反応のトレーニングの実施などが有効と

される。懐疑的な行為を効果的にしていることを監査人の報酬に反映する

などの方針を決めるほか，監査業務の品質管理のレビューも有効とされ

る。また，監査人の職業的懐疑主義適用の妨げに関連する要素にも注意を

払うことが重要で，これには，厳しい財務報告期限，過重なワークロー

ド，時間や資源の制約などが例とされる。適切な職業的懐疑主義の適用に

は外部要因も影響するとされる。これには事業環境，法令などが地域の平

均的な行為や文化などと同じように含まれる 39）。

　プロフェッショナルな判断であるがゆえにこそ職業的懐疑主義が求めら

れることは抽象的には理解されるにしても，この内容を分析してより具体

的にしていることで，IAASBによる職業的懐疑主義およびプロフェッシ

39）　IAASB, ibid., p. 14.
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ョナルな判断は，監査人の独立性を重視し，監査の品質を向上させるため

に重要である。

結　　　び

　本稿では，はじめに，マウツ・シャラフらによる Auditing of Philosophy

のなかでMontagueの説を引用しながら説明する知を得るための権威主

義，神秘主義，合理主義，経験主義，プラグマティズムの５つに対し，な

ぜ懐疑主義が消極的であるのかの検討をつうじ，懐疑主義の意味および適

用範囲などを理解することに努めた。この結果，懐疑主義をすでに形成さ

れている仮定的な心証についてより高い確信が得られるように証拠の必要

十分性の評価について自己評価する態度を監査人に求めること，さらには

入手した証拠資料相互の一貫性の欠如について合理的な説明を求めること

のように理解された。

　懐疑主義をこのようにみる理解は，続いて検討した PCAOB監査基準，

AICPA証明業務基準，IAASB「公共の利益への監査品質の向上」におい

ても基本的に類似した考え方をとっており，監査対象会社のマネジメント

や財務諸表作成責任者を先ずもって疑うことではないことに共通している

ことが知られた。

　財務諸表の作成プロセスに主観的判断の介入程度が高まれば高まるほど

恣意性の排除が重視され，これに対するプロフェッションの判断プロセス

は高度化し，職業的懐疑主義の重要性は高まる。それゆえ，高度化された

判断プロセスにおいてそのドキュメンテーションの整備充実が強調される

ことになろう。このようなドキュメントをともなった高度化されたプロフ

ェッショナルな判断については証拠資料入手の可能性が高まる。

　判断プロセスはこれをシステムとして捉え，フロー・チャートや監査手

続記述書に AIを導入し活用するなど，懐疑心が十分に払われたかについ
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て証拠資料の入手が可能であるように，また利害関係者から十分な理解を

得られるようにすることが求められる。

　職業的懐疑主義の適用と監査証拠資料との関係を整理することや監査調

書および監査報告書の見直しは，職業的懐疑主義の適用を強調すればする

ほど避けて通れない課題である。


